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１ 訂正請求 

個人情報の保護に関する法律第９０条 

（訂正請求権） 

第９０条 何人も、自己を本人とする保有個人情報（次に掲げるものに限る。第９８条第１項に

おいて同じ。）の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保

有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正（追加又は削除を含む。

以下この節において同じ。）を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関し

て他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

⑴ 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 

⑵ 開示決定に係る保有個人情報であって、第８８条第１項の他の法令の規定により開示を受

けたもの 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以下この節及び第１２７条におい

て「訂正請求」という。）をすることができる。 

３ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内にしなければならない。 

 

【解釈】 

⑴ 何人も、自己を本人とする保有個人情報（次に掲げるものに限る（※１）。第９８条第１項に

おいて同じ。）の内容が事実でない（※２）と思料するときは、この法律の定めるところにより、

当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正（※３）（追加又

は削除を含む。以下この節において同じ。）を請求することができる。 

 

（※１）訂正請求の対象となる保有個人情報が明確に特定されている必要があることから，この

法律又は他の法令等の規定により開示を受けた保有個人情報に限ることをいう。各号に掲

げる以外の方法で自己を本人とする保有個人情報が事実に合致していないことを知った場

合には，当該本人は，開示決定等を経た上で，訂正請求を行うこととなる。 

（※２）「事実」とは，氏名，生年月日，住所，性別，年齢，家族構成，学歴，日時，金額，面積，

数量等客観的に正誤の判断ができる事項をいい，評価等の主観的な事項は含まれない。 

「事実でない」とは，当該保有個人情報を取り扱う事務の目的，内容等及び当該保有個人情

報の性質，内容等からみて，事実とされるべき個人情報と現実に記録されている個人情報と

が合致していないことをいい，単純な書き間違い，書かれるべきでない情報の記載，電子計

算機処理における入力ミス等によるものが考えられる。 

（※３）追加及び削除を含み，事実に合致しない保有個人情報の記録を事実に合致させることを

いう。具体的には，情報の誤りを正しくすること，情報が古くなって事実と異なる場合にそ

れを新しくすること，情報が不完全である場合に不足している情報を加えること，情報が

不要となった場合にそれを除くことをいう。 

 

⑵ ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められてい

るときは、この限りでない。（※） 

 

（※）他の制度により訂正の手続が定められている場合には，当該制度により目的を達成する 

ことができることから，この法律に基づく訂正請求の対象外とすることをいう。 

 

 ⑶ 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以下この節及び第１２７条におい

て「訂正請求」という。）をすることができる。（※） 

 

  （※）個人情報の保護に関する法律第７６条（開示請求権）を参照。 

 

⑷ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内（※）にしなければならない。 
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（※）開示を受けた日の翌日から起算して９０日目が期間の満了日となることをいう。また，当

該満了日が休日であった場合は，その翌日をもって満了日とする。 

 

 

２ 請求の方法 

個人情報の保護に関する法律第９１条 

（訂正請求の手続） 

第９１条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「訂正請求書」という。）

を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

⑴ 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 

⑵ 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足り

る事項 

⑶ 訂正請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保

有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る

保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 

３ 行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者（以

下この節において「訂正請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるこ

とができる。 

 

【解釈】 

⑴ 請求は，次に掲げる事項を記載した訂正請求書を実施機関に提出しなければならい。 

① 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 

② 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足り

る事項 

③ 訂正請求の趣旨及び理由 

④ ①～③に掲げるもののほか，実施機関が定める事項 

※ 市長に提出する訂正請求書は，徳島市個人情報の保護に関する法律施行細則に規定する保

有個人情報訂正請求書（別記様式第１６号）とする。 

他の実施機関については，徳島市個人情報の保護に関する法律施行細則の例による（宛名を

「徳島市長」からそれぞれの実施機関名に書き換えて使用する。）。 

※ 電話若しくはファクシミリ又は電子メールによる開示請求は，本人確認が困難なことから

認めない。 

 

⑵ 前項の場合において，訂正請求をする者は，政令で定めるところにより，訂正請求に係る保有

個人情報の本人であること（前条第２項の規定による訂正請求にあっては，訂正請求に係る保

有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し，又は提出しなければならない。

（※） 

 

（※）個人情報の保護に関する法律第７７条（開示請求の手続）を参照。 
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３ 訂正義務 

個人情報の保護に関する法律第９２条 

（保有個人情報の訂正義務） 

第９２条 行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認

めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有

個人情報の訂正をしなければならない。 

 

【解釈】 

⑴ 訂正請求に理由があると認められない場合 

① 実施機関による調査の結果，保有個人情報の内容が事実であることが判明し，訂正請求に

理由があると認められない場合には，不訂正の決定を行う。 

② 実施機関による調査の結果，請求時に行政文書等に記録されていた保有個人情報の内容が

事実と異なっていたが，訂正請求の内容も事実と異なることが判明した場合には，不訂正の

決定を行い，必要に応じて職権で訂正を行う。この場合には，一般的には，訂正請求者に対

して示す不訂正理由の中で，実際の事実関係について記載するとともに，職権で訂正する旨

も併せて記載することが望ましい。 

③ 実施機関による調査の結果，保有個人情報の内容が事実であるか否か判明せず，訂正請求

に理由があるかどうか明らかでない場合には，訂正決定を行うことができず，不訂正の決定

を行う。ただし，実施機関において，当該保有個人情報を行政処分その他行政行為のための

基礎資料として利用することがあり得るような場合には，当該保有個人情報の利用に当た

り，その事実関係が明らかでない旨が分かるように，その旨をメモとして残すなど記録して

おくことが適当である。 

 

⑵ 訂正請求に理由があると認められる場合における訂正・不訂正の判断 

実施機関による調査の結果，保有個人情報の内容が事実でないことが判明し，訂正請求に理

由があると認められる場合（訂正請求に係る請求内容の一部について理由があると認められる

場合を含む。）には，当該保有個人情報の利用目的に照らして，訂正する又は訂正しないのい

ずれか判断し，決定を個別に行う。 

 


